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2026 年（令和 8年）1月 25日 4

啓発バンド IN DUST REAL（インダスト
リアル）の新曲「リチウムイオン電池～
Do not mix lithium-ion batteries ～」

絶賛公開中 !

【問合せ】廃棄物対策課☎ 273-2966

●リチウムイオン電池
●ニカド電池
●ニッケル水素電池
●上記の電池が内蔵され、

取り外せない製品
【例】モバイルバッテリー

加熱式たばこ
電動シェーバー
電動歯ブラシ
ハンディファン等

※製造メーカーは不問。
　家庭から出たものに限る。
　鉛蓄電池は対象外。

※雨の日でも回収します

法律による厳しい安全基準をクリアした「PSE マーク」が
表示されている電化製品を選びましょう

モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン、加熱式たばこなど、リ
チウムイオン電池等を内蔵した製品が多くあります。

　令和８年４月からは、従来の資源リサイクルセンターでの回収に加
え、月２回行っている資源回収でもリチウムイオン電池等の回収を始
めます。回収されたリチウムイオン電池等は、リチウム、ニッケルな
どの資源に生まれ変わります。
　昨今、全国的に、リチウムイオン電池などが他のごみに混入して収
集車両や処理施設が火災になり、ごみ処理が滞るなど大きな問題となっ
ています。リチウムイオン電池は変形したり、破損したりすることに
より発火する可能性が高く、事故を未然に防ぐためにも分別にご協力
をお願いします。

令和８年４月から令和８年４月から

危険ですのでリチウムイオン電池は
他のごみに絶対に混ぜないでください

以下の 11品目は使用済小型家電回収ボックスへ

回 収 対 象回 収 対 象

●携帯（スマートフォン含む）　●デジタルカメラ
●携帯型ゲーム機　●携帯音楽プレーヤー　●電子辞書
● ICレコーダー	 ● ACアダプタ	 ●電卓
●ビデオカメラ	 ●カーナビゲーション	 ●タブレット

■必ず電池切れの状態にしてください。
■金属端子部とリード線をテープで覆い絶縁してください。
■電池が取り外し可能なものは外して電池だけ入れてください。
■電池の取り外しが簡単にできない製品は、無理に取り外そうとすると発煙や発火の
危険性があるため、分解しないでください。
■透明または半透明のビニール袋に入れて口を固く縛ってから容器に入れてください。
■容器に入れたらフタを必ず閉めてください。
■容器の中が一杯で入らない場合は、次の回収日に出してください。
■膨らんでいるもの、液漏れしているもの、回収容器に入らない大きさのものは、
資源リサイクルセンターへ直接持ち込んでください。

資源回収ステーションの回収品目に
リチウムイオン電池等が加わります

資源回収ステーションへの出し方資源回収ステーションへの出し方
ふた閉めて！

分別で未来を守る

農業委員 農地利用最適化推進委員

主な
業務内容

●農業委員会の総会で、農地の権利移動や転用許可を審議（毎月）
●農地転用許可の現地確認や遊休農地の解消、違反転用の是正指導
●農地利用最適化推進委員と協力した現場活動

●担当地区における農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の
集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の
促進）の現場活動（年間）

●地域計画の見直しに向けた地域の話合いへの参加、目標地図の見直し
●農地の現地調査、情報提供活動など

対象者 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関す
る事項等に対して、適切に職務を行うことができる方 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方

募集人数 19 人以内 18 人以内
任期 令和８年８月５日～令和 11 年８月４日（３年間） 農業委員会の委嘱の日～令和 11 年８月４日（３年間）
報酬 【月額】45,000 円　※活動実績等により上乗せ給付あり 【月額】40,000 円　※活動実績等により上乗せ給付あり

選任方法 候補者評価委員会による審査を行い、その結果を参考にして
議会の同意を得て市長が任命

候補者評価委員会による審査を行い、その結果を参考にして
農業委員会が委嘱

申込
・

問合せ

２月 16 日㊊～３月 16 日㊊（必着）に、所定の様式に必要事項を記入の上、
郵送または持参で農業委員会事務局☎ 273-2512（東石川 2-10-1）
■推薦による場合　●個人（市内に住所を有する農業者３人以上）からの推薦（様式第１号）
　　　　　　　　　●農業者が組織する団体、自治会など関係団体からの推薦（様式第２号）
■応募による場合　●自らが応募（様式第３号）
所定の様式は、農業委員会事務局窓口に備えるほか、市ＨＰからもダウンロード可
※農業委員と推進委員の両方に応募することは可能ですが、兼務はできません　　　　　　　　　　　　 詳しくは市ＨＰ▶

農業委員、農地利用最適化推進委員を募集します

テープで絶縁

▲詳細

閉めてくれて
ありがとう

▲市ＨＰ
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